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公立大学法人北九州市立大学役員報酬規則 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公立大学法人北九州市立大学の役員の報酬の支給に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（役員の報酬） 

第２条 役員（公立大学法人北九州市立大学定款第１２条第３項の規定により任命された

学外者である理事（以下「学外理事」という。）及び監事は除く。）に対する報酬は、年

俸とする。ただし、公立大学法人北九州市立大学職員就業規則（平成１７年北九大規程

第１９号。以下「職員就業規則」という。）第２条第１項に規定する職員で役員を兼務す

る職員（以下「教職員兼務役員」という。）の報酬は、年棒、通勤手当及び住居手当とす

る。 
２ 年俸額は、別表に掲げる役員の区分に応じて理事長が定める額とする。 

３ 前項の規定により定めた年俸額は、北九州市地方独立行政法人評価委員会が行う業務

の実績に関する評価の結果及び当該役員の業務の実績等を総合的に勘案して、その額の

１００分の３の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。 

４ 第１項但書に規定する報酬を支払う場合は、職員就業規則第３０条に規定する給与は

支給しない。 

 

（学外理事及び監事の報酬） 

第３条 学外理事及び監事に対する報酬は、日額３０，０００円以下で理事長の定める額

とする。 

 

 （諸手当） 
第４条 通勤手当及び住居手当は、公立大学法人北九州市立大学職員給与規則（平成１７

年北九大規程第２７号）に規定する支給要件に準じて支給する。 
 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、役員の報酬の支給に関し、必要な事項は、理事長

が別に定める。 

  
   付 則 
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
 

付 則 
この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
 

平成１７年４月１日 

北九大規程第２６号 
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付 則 
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

別表（第２条関係） 

役員区分 年俸額 

理事長 １６，７００，０００円以下 

副理事長 １６，３５０，０００円以下 

理事(学外理

事除く。) 

１４，２００，０００円以下 

 


